
特別養護老人ホーム ほくほくの里 

「（介護予防）短期入所生活介護」利用料金表 R6.8～ 

 

１，介護給付・予防給付サービスによる料金 

下記の表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付金額

を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、ご利用者の要介護

度に応じて異なります）  

いずれも 1日当たり 1割自己負担額を記載しています。「介護保険負担割合証」に記載され

ている負担割合により負担額が変わります。 

 【基本介護・予防給付サービス料金】 

種 別 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

従
来
型

特
養 

多床室 446 円 555 円 596 円 665 円 737 円 806 円 874 円 

個 室 451 円 561 円 603 円 672 円 745 円 815 円 884 円 

ユニット 529 円 656 円 704 円 772 円 847 円 918 円 987 円 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて負担額を変更します。 

 

２，その他の介護給付・予防給付サービス加算（1日あたり） 

※サービス提供時の職員の配置等により加算を算定しない場合があります。 

 

 

加算の種類 加算要件 利用者負担 

送迎加算 施設が自宅までの送迎を行った場合 片道 184 円 

機能訓練体制加算 専従の機能訓練指導員を配置している 12 円 

看護体制加算（Ⅰ） 常勤の看護師を 1名以上配置している 40 円 

看護体制加算（Ⅱ） 常勤換算で看護職員を 1名以上配置している 80 円 

看護体制加算（Ⅲ） 看護体制加算(Ⅰ)の要件を満たし 

前年度利用者のうち要介護 3～5が 70％以上 
12 円 

看護体制加算（Ⅳ） 看護体制加算(Ⅱ)の要件を満たし 

前年度利用者のうち要介護 3～5が 70％以上 
23 円 

サービス提供体制加算（Ⅰ） 介護福祉士を８０%以上配置している 22 円 

個別機能訓練加算 機能訓練指導員が居宅を訪問し、多職種と共同で

残存機能の維持・向上に向けた計画書を作成した

場合。 

56 円 

夜勤職員配置加算（Ⅲ） 

        （Ⅳ） 

夜勤を行う介護・看護職員の数が、最低基準を 1

名以上上回って配置されている。 

喀痰吸引等の実施が出来る介護職員を配置してい

ること。 

従来型 15円 

ユニット 20 円 

療養食加算 療養食が必要であると医師により判断された場合

（塩分・カロリー制限等） 

 23 円 

別紙 １ 



３，介護職員処遇改善加算 

  介護職員の処遇改善に関する見直しが行われ、利用された介護保険給付単位数にサービス別

加算率を乗じた単位数が加算されます。 

加算の種類 利用者負担額 

介護職員処遇改善加算Ⅰ （基本サービス費＋各種加算）×14% 

 

４，その他の介護保険の給付対象とならないサービス 

① 食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

1 日 3食 

摂られた場合 

1 食又は 2

食の単価 

基準額 介護保険負担限度額認定を受けている場合 

第 4段階 第 1段階 第 2段階 第 3段階① 第3段階② 

1,445 円 500 円 1,445 円 300 円 600 円 1,000 円 1,300 円 

個人の希望により特別に用意する食事・外食等にかかった費用は実費負担となりますので、

上記の金額を超える場合があります。 

② 居住費（滞在に要する費用（光熱水費及び室料） 

 基準額 介護保険限度額認定を受けている場合 

居室形態 第 4段階 第 1段階 第 2段階 第 3段階 

従来型多床室 915 円 0 円 430 円 430 円 

従来型個室 1,231 円 380 円 480 円 880 円 

ユニット型個室 2,066 円 880 円 880 円 1,370 円 

③ 理容サービス費用 

当施設では、地域の理容組合に依頼し、毎月１回（第二月曜日）2,500 円にて訪問理容サ

ービスが来園し理容サービスが利用できます。  

④ 利用者の希望により提供されるサービス等の費用 

事業者が提供する物品や食品及び教養娯楽用品等の提供にあたり、希望により提供され

る場合には、その費用は個人負担となります。 

電化製品使用料 1 品につき 1日 30 円 

希望される特別な食事等 実費 

園芸・手芸等娯楽用品等 実費 

おやつ等代金 1 日につき 50円 

※ ここに記載されない費用が発生した場合には、その都度確認のご連絡をいたします。 

 

５，介護保険料未納等の場合 

（注） 介護保険適用の場合でも保険料の滞納等の場合により、本来 1 割である利用者負担が 3

割に引き上げられる等の給付制限が行われます。 


